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○香取市建設工事低入札価格調査実施要領 

平成28年１月20日告示第７号 

改正 

平成28年３月31日告示第91号 

平成29年３月28日告示第69号 

平成30年２月16日告示第15号 

平成30年３月28日告示第43号 

平成31年４月23日告示第97号 

令和元年６月４日告示第９号 

令和２年２月28日告示第18号 

令和２年５月18日告示第120号 

令和３年３月24日告示第31号 

令和３年12月17日告示第165号 

令和４年３月30日告示第86号 

香取市建設工事低入札価格調査実施要領 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の契約を締結しようとする場

合における低入札価格調査の実施等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 低入札価格調査 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の

10の２第２項の規定により、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の

内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。 

(２) 総合評価方式 令第167条の10の２第１項及び第２項の規定により落札者を決定する方式を

いう。 

(３) 総合評価方式（事後審査型） 入札参加資格の確認審査及び技術的要件の評価の確定を入札

（開札）後に行う総合評価方式による一般競争入札をいう。 

(４) 予定価格 香取市財務規則（平成18年香取市規則第48号。以下「規則」という。）第107条に

規定する当該入札における予定価格をいう。 

(５) 入札書比較価格 予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額をいう。 

(６) 調査基準価格 規則第109条第１項の規定により設定する低入札価格調査を実施する基準と

なる価格をいう。 

(７) 入札書比較価格（調査基準価格） 調査基準価格から消費税及び地方消費税に相当する額を

控除した額をいう。 

(８) 失格基準価格 規則第109条第２項の規定により設定する入札価格を失格とする基準となる

価格をいう。 

(９) 入札書比較価格（失格基準価格） 失格基準価格から消費税及び地方消費税に相当する額を

控除した額をいう。 

(10) 落札候補者 総合評価方式（事後審査型）に係る暫定の評価点合計又は評価値（技術的要件

の評価が確定したときは、評価点合計又は評価値）の最も高い者で、落札候補者としてのその他

必要要件を満たすものをいう。 

(11) 次順位者 落札候補者の次に暫定の評価点合計又は評価値の高い者で、落札候補者としての

その他必要要件を満たすものをいう。 

(12) 調査対象者 低入札価格調査の対象となる落札候補者をいう。 
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(13) 契約担当部長 経営企画部長をいう。 

(14) 工事施工担当部長  工事の施工を担当する部の長をいう。 

(15) 工事施工担当部参事 工事の施工を担当する部の参事をいう。 

(16) 工事担当課長 工事の施工を担当する課等の長をいう。 

(17) 工事担当課副参事 工事の施工を担当する課等の副参事をいう。 

(18) 工事担当班長 工事の施工を担当する班等の長をいう。 

(19) 契約担当課 経営企画部財政課をいう。 

（適用対象工事） 

第３条 この告示による調査基準価格及び失格基準価格の設定並びに低入札価格調査の対象は、ちば

電子調達システム（以下「電子調達システム」という。）を利用した規則第101条第１項に規定する

電子入札により執行する総合評価方式（事後審査型）で契約を締結する工事（以下「対象工事」と

いう。）とする。 

（調査基準価格） 

第４条 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額（ただし、その額が入

札書比較価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に100分の92を乗

じて得た額、入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価

格に100分の75を乗じて得た額）から千円未満の端数を切り捨てた額に、消費税及び地方消費税に相

当する額を加えた額とする。この場合において、算出に当たっては別表第１に留意するものとする。 

(１) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(２) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(３) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(４) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

２ 前項の規定にかかわらず、プラント設備工事等で設計金額の大項目に機器費の設定がある工事に

ついては、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額（ただし、その額が入札書比較価格

に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に100分の92を乗じて得た額、

入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に100分の75

を乗じて得た額）から千円未満の端数を切り捨てた額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加

えた額とする。この場合において、算出に当たっては別表第１に留意するものとする。 

(１) 機器費の額に100分の70を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(２) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(３) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(４) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

(５) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額（１円未満切捨て） 

３ 工事の性質上、前２項の規定により難いものについては、入札書比較価格に100分の92を乗じて得

た額から入札書比較価格に100分の75を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から千円未満の端数を切

り捨てた額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。 

（予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載等） 

第５条 市長は、予定価格を記載した書面（以下「予定価格書」という。）に調査基準価格及び当該

調査基準価格から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額を入札書比較価格（調査基準価

格）として記載するものとする。 

２ 前項の規定による調査基準価格及び入札書比較価格（調査基準価格）は、電子調達システムに登

録するものとする。 

（失格基準価格） 

第６条 調査基準価格を下回る価格で入札をした者のうち、次項の規定により算定する失格基準価格

を下回る価格で入札をした者の入札は失格とする。 
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２ 市長は、入札書比較価格（調査基準価格）に100分の95を乗じて得た額から千円未満の端数を切り

捨てた額に、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額を失格基準価格として定めるものとす

る。 

３ 工事の性質上、前２項の規定により難い場合は、失格基準価格を設けないことができる。 

（予定価格書への失格基準価格の記載） 

第７条 市長は、予定価格書に失格基準価格及び当該失格基準価格から消費税及び地方消費税に相当

する額を控除した額を入札書比較価格（失格基準価格）として記載するものとする。 

（入札参加者への周知） 

第８条 市長は、低入札価格調査の対象となる入札を執行するときは、低入札価格調査の円滑な実施

を図るため、入札の公告をするときに、次の各号に掲げる事項を入札に参加しようとする者に周知

するものとする。 

(１) 調査基準価格が設定されていること。 

(２) 失格基準価格を設定した場合は、失格基準価格が設定されていること及び当該失格基準価格

を下回る価格で入札をした者の入札は失格とすること。 

(３) 落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、落札者の決定を保留し、低入札価格

調査を行うこと。 

(４) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、当該入札においては、落札候補者であっ

ても必ずしも落札者とならない場合があること。 

(５) 調査対象者は、低入札価格調査に協力することとし、当該調査に協力しない者は、入札を無

効にすること。 

(６) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約保証の額は、契約金額に

100分の30を乗じて得た額以上とすること。 

(７) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る前金払の額は、契約金額（継

続費等に基づく建設工事請負契約の場合は、各会計年度の出来高予定額）に100分の20を乗じて得

た額以内とすること。 

(８) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者と契約を締結したときは、第17条の規定によ

り低入札価格調査の結果の概要を公表すること。 

(９) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者と契約を締結した工事に関しては、第18条の

規定により当該工事に係る監督体制を強化すること。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（入札の執行） 

第９条 入札の結果、落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、契約担当部長は落札者

の決定を保留し、電子調達システムより入札参加者全てに保留の通知を行うものとする。 

２ 前項の保留の通知は、資格確認審査及び技術的要件の評価に係る保留の通知を併せて行うことが

できるものとする。 

（調査の実施） 

第10条 前条第１項に規定する入札があったときは、工事施工担当部長は、速やかに当該調査対象者

に対し低入札価格調査を行うものとし、その調査の事項は次に掲げる事項とする。ただし、失格基

準価格を設定する入札においては、次に掲げる第１号から第５号までの事項について調査を行うも

のとする。 

(１) 当該価格により入札した理由（別記第１号様式） 

(２) 入札価格の工事費内訳書 

(３) 労務者の具体的供給見通し（別記第２号様式） 

(４) 契約対象工事付近における手持工事の状況（別記第３号様式） 

(５) 契約対象工事に関連する手持工事の状況（別記第４号様式） 
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(６) 契約対象工事箇所と入札参加者の事業所、倉庫等との関連（別記第５号様式） 

(７) 手持資材の状況（別記第６号様式） 

(８) 資材（機器）購入予定先一覧（別記第７号様式） 

(９) 手持機械の状況（別記第８号様式） 

(10) 機械リース元一覧（別記第９号様式） 

(11) 建設副産物の搬出予定地（別記第10号様式） 

(12) 下請予定業者の状況（別記第11号様式） 

(13) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者（別記第12号様式） 

(14) 経営状況 

(15) 経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会 

(16) 信用状態 

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）違反の有無 

イ 賃金不払の状況 

ウ 下請代金の支払遅延状況 

エ その他 

(17) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 工事施工担当部長は、前項の低入札価格調査を行うときは、調査対象者に対し低入札価格調査通

知書（別記第13号様式。以下「調査通知書」という。）により通知するものとする。 

３ 工事施工担当部長は、第１項第14号から第17号までの事項について契約担当部長に低入札価格調

査を依頼することができる。この場合において、当該事項に係る前項に規定する通知は、契約担当

部長が行うものとする。 

４ 契約担当部長は、前項の規定により依頼された事項の低入札価格調査を終了したときは、当該調

査結果を低入札価格調査表（別記第14号様式）に記載し、速やかに工事施工担当部長に提出するも

のとする。 

５ 第１項第15号に掲げる事項について低入札価格調査を行う必要があるときは、工事施工担当部長

（契約担当部長に当該事項について低入札価格調査を依頼した場合は、契約担当部長）は、調査対

象者から同意書（別記第15号様式）を徴するものとする。 

６ 調査対象者は、低入札価格調査実施者（工事施工担当部長又は契約担当部長をいう。以下同じ。）

から通知を受けた調査通知書に記載された低入札価格調査に係る提出書類（低入札価格調査書類提

出書（別記第16号様式）を含む。以下「調査提出書類」という。）を作成し、調査通知書に記載さ

れた提出期限日（以下「期限日」という。）までに提出しなければならない。ただし、工事施工担

当部長が特別な事情があると認める場合は、低入札価格調査実施者は、期限日を延期することがで

きる。 

７ 低入札価格調査実施者は、必要があるときは、調査対象者等に対する事情聴取を実施するものと

する。 

８ 工事施工担当部長は、調査対象者が期限日（第６項ただし書の規定により期限日を延期したとき

は、当該延期した日）までに調査提出書類を提出しない場合は、契約担当部長に報告するものとす

る。この場合において、契約担当部長は当該調査対象者の入札を無効とするものとする。 

９ 工事施工担当部長は、第１項の規定による低入札価格調査を終了したときは、遅滞なく、契約担

当部長に報告するとともに低入札価格調査表を作成し、当該低入札価格調査について香取市低入札

価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）の審査に付すものとする。 

（調査委員会の設置） 

第11条 市は、入札価格によってはその者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

か否かを審査するため、調査委員会を設置する。 

（調査委員会の組織） 
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第12条 調査委員会は、低入札価格調査の対象工事案件ごとに委員長、副委員長及び委員をもって組

織する。 

２ 委員長は経営企画部長の職にある者を、副委員長は建設水道部長の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は、経営企画部財政課長、工事担当課長、工事担当課副参事及び工事担当班長の職にある者

をもって充てる。 

４ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

５ 委員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。 

（調査委員会の会議等） 

第13条 調査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、必要に応じ随時開催できるものとする。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５ 事案が緊急を要し、会議を開くことが困難なときは、回議をもって会議に代えることができる。 

６ 委員長は、会議の運営に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

７ 調査委員会の庶務は、市長の定める機関において処理する。 

８ 前各項に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（履行についての審査） 

第14条 調査委員会は、別表第２に掲げる低入札価格調査に係る審査判定基準（以下「判定基準」と

いう。）に基づき、当該入札価格によっては調査対象者により当該契約の内容に適合した履行がさ

れないおそれがあるか否かの審査を行うものとする。 

２ 前項の審査において、判定基準の項目のいずれかに該当する場合は、当該入札価格によっては調

査対象者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると判定するものとする。 

（落札者の決定） 

第15条 契約担当部長は、調査委員会において前条の規定により審査した落札候補者（調査対象者）

について、当該入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認

められた場合において、当該落札候補者が、入札参加資格があると認められ、かつ、総合評価方式

に係る評価点合計又は評価値の最も高い者であると認められたときは、当該落札候補者を落札者と

して決定し、電子調達システムにより入札参加者全てに通知するものとする。ただし、当該落札者

となるべき要件を満たす者が２人以上あるときは、電子調達システムにより電子くじを実施して、

落札者を決定するものとする。 

２ 契約担当部長は、調査委員会において前条の規定により審査した落札候補者（調査対象者）が、

当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたとき

は、落札者としないものとし、当該落札候補者（調査対象者）のした入札を失格とする。この場合

において、２人以上の落札候補者がいるときを除き、次順位者を新たな落札候補者とするものとす

る。 

３ 前項の場合において、新たな落札候補者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、第10条の規

定により低入札価格調査を実施するものとし、以後同様に手続を行うものとする。 

（契約の締結） 

第16条 調査対象者と契約を締結するときは、建設工事請負契約における契約保証の額は、香取市建

設工事等の契約における契約保証に関する事務取扱要領（平成27年香取市訓令第４号）第３条第２

項の規定により、契約金額に100分の30を乗じて得た額以上でなければならない。 

２ 調査対象者と契約を締結した工事に関して、市が前金払をする場合においては、香取市公共工事

に要する経費の前金払取扱要綱（平成18年香取市告示第117号。以下「前金払取扱要綱」という。）

第２条第１項の規定により契約金額（継続費等に基づく建設工事請負契約の場合は、前金払取扱要

綱第10条の規定により各会計年度の出来高予定額）に100分の20を乗じて得た額以内とする。 
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（調査結果の公表） 

第17条 市長は、調査対象者と契約を締結したときは、速やかに低入札価格調査の結果の概要を契約

担当課で閲覧により公表しなければならない。 

（監督体制の強化等） 

第18条 調査対象者と契約を締結した工事に関し、当該工事に係る監督職員（以下「監督職員」とい

う。）は、次の各号に掲げる措置をとるものとする。 

(１) 監督職員は、技術者の配置及び下請契約に関する状況等について重点的に確認を行うものと

する。 

(２) 監督職員は、当該工事に係る監督業務において段階の確認、施工の確認等につき、契約書、

仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る契約者又は契約

者が指定した代理人の立会いを求め、当該工事の内容について入念に確認を行なわなければなら

ない。 

(３) 監督職員は、あらかじめ提出された施工体制台帳、施工計画書等に記載した内容に従った施

工等の実施を確認し、当該工事が適切に実施されていないと認めるときは、当該契約に係る契約

者に対し、その改善のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

(４) 監督職員は、前各号の確認を行なった結果、当該工事が当該契約の内容に適合しないもので

あるときは、その旨及びその措置についての意見を契約担当部長に提出するものとする。 

（その他） 

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日告示第91号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月28日告示第69号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の香取市建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日

以後に入札公告を行う入札について適用し、施行の日の前日までに入札公告を行う入札の取扱いに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成30年２月16日告示第15号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の香取市建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日

以後に入札公告を行う入札について適用し、施行の日の前日までに入札公告を行う入札の取扱いに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成30年３月28日告示第43号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の香取市建設工事低入札価格調査実施要領の規定は、この告示の施行の日

以後に入札公告を行う入札について適用し、施行の日の前日までに入札公告を行う入札の取扱いに

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成31年４月23日告示第97号） 
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この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和元年６月４日告示第９号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和２年２月28日告示第18号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年５月18日告示第120号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和３年３月24日告示第31号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月17日告示第165号） 

この告示は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月30日告示第86号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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